
ボランティア活動情報カード更新について ボランティア活動保険
八潮市社会福祉協議会・八潮市ボランティアセンターでは、

ボランティア活動や市民活動、施設等で受け入れている活動

の情報を公開するため、活動情報カードをもとに八潮市と共

同で市民活動・ボランティア活動情報公開一覧を作成してい

ます。

４月がカードの更新時期となります。

現在、提出いただいている個人、団体の方には３月中旬に、

データを印字した令和６年度の公開カードを送付します。
代表者や人数等の変更点を赤字で訂正の上、４月３０日(水)

までに返送をお願いいたします(返送がない場合は変更無し

とみなします)

また、活動のＰＲをしたい活動団体(者)でカードの提出をし

たことのない場合は下記までお問い合わせください。

八潮市社会福祉協議会・八潮市ボランティアセンター

ＴＥＬ:０４８－９９５－３６３６
▲市民活動・ボランティア活動情報カード

ボランティア活動保険は、ボランティア活動中の事故によるケガや損害賠償責任を補償し、
安心して活動していただくための保険です。
現在、令和７年度の加入の受付をしておりますので、希望される方はお早めにお申し込み

ください。

お 願 い

八潮市社会福祉協議会では、ボランティア・市民活動の支援策の一環として貸出用ロッカー

を設置しています。ロッカーを利用しようとする団体は、利用規約に従いボランティアセンター

で配付する申請書を提出してください。

■設置場所 八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ 談話室

■対象団体 八潮市社会福祉協議会（八潮市ボランティアセンター）に「活動情報カード」

を届出済みで、活動者が５人以上の、八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ

を活動拠点としている団体

■申請締切 ４月２５日(金)

■そ の 他 高価な品、私物は入れることができません。保管物の破損、紛失に関して八潮

市社会福祉協議会は責任を負いません。

ロッカー利用申請件数がロッカーの設置数を超える場合には抽選により決定し
ます。

■申込・問い合わせ先

八潮市社会福祉協議会・八潮市ボランティアセンター

ＴＥＬ:０４８－９９５-３６３６

貸出用ロッカー利用申請受付

■対象となる活動 日本国内における自発的な意思により、他人や社会に貢献する無償の

ボランティア活動

■加入できる方 ボランティア活動者（※保険加入には、八潮市社会福祉協議会へ

「ボランティア活動情報カード」の届け出が必要です。）

■補償対象となる方 ボランティア個人、ボランティアの監督義務者(未成年の場合）ＮＰＯ法人

■補償期間 令和７年４月１日もしくは加入申し込み手続き完了日の翌日午前０時から

令和８年３月３１日午後１２時まで

■補償内容 ボランティア活動中の傷害・賠償事故

■保険料(掛金） ３５０円（基本プラン) ５００円（天災・地震補償プラン）

※八潮市内在住の方は、窓口で配付している所定の申請書の提出により、

プランに関わらず、１人あたり３５０円を補助する制度があります。

ただし、補助予定額に達した場合は終了となります。

■加入申込手続き 印鑑をご持参の上、八潮市社会福祉協議会（八潮市ボランティアセンター）

へお申し込みください。

※ボランティア行事用保険（１日１人２８円～）も加入受付中です。

詳細は、下記にお問い合わせください。

八潮市社会福祉協議会・八潮市ボランティアセンター ＴＥＬ:０４８－９９５－３６３６

■対象団体
両部門とも地域に根ざした福祉活動を行っているグループ、ボランティアグループ、ＮＰＯ法人
（１）支援金部門

国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動を広げたいという
グループ

（２）ＰＣ・モバイル端末購入支援部門
パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、台数を増やすことで、より
高齢者や障がいのある人に役立ち、活動の充実を図れるグループ

■助成内容
・支援金部門

１グループにつき上限５０万円 １５グループほどを予定
・ＰＣ・モバイル端末購入支援部門

１グループにつき上限１０万円 ３０グループほどを予定
■応募締切 ３月２７日(木)必着 郵送のみ受付
■申込・問い合わせ先
(福)ＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基金」係
〒150-0041 東京都渋谷区神南１－４－１ ＴＥＬ:０３－３４７６－５９５５
※詳細についてはホームページ(http://www.npwo.or.jp/info/31196)をご覧ください。

助 成 金 情 報

地域での福祉活動や被災地での福祉活動の展開、または被災地の復旧・復興などに取り

組むボランティアグループやＮＰＯを応援します。

第37回 地域福祉を支援する「わかば基金」

お 知 ら せ


